
■承継を継承する■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 300 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス：300 号記念 オンラインメルマガ 

 

このメルマガは今回で 300 号となりました。 

当初は、僕の主催するセミナーやイベントの参加者にお届けしていましたが、 

途中から僕と名刺交換してくださる方に、強引にお届けするようになりました。 

会社を経営していたころは、相手の属性によって付き合い方を切り替えましたが、 

今は一人の人間として生きているので、どなたとでも同じ付き合い方をしています。 

なので、誰にでも僕の近況や思いを伝え、お誘いが来るのを楽しみにしています。 

・ 

なので、300 号を記念して何かやろうと思ったんですが、 

コロナ禍にちなんで「オンラインメルマガ」をやってみようと思います。 

このメルマガは毎週火曜日の朝 8 時に発行しているのですが、 

オンラインイベントはむしろ曜日や時間を固定せず、毎週このメルマガでご案内します。 

まずは僕でもできる zoom の無料アカウントで開催するので、3 人以上の場合は 40 分で終了です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

松村拓也の Zoom メルマガ 

時間: 2021 年 1 月 26 日 09:00 PM 大阪、札幌、東京 

https://us02web.zoom.us/j/82837497454?pwd=SFF4Y1B5T1FIeEtiMGtCUXBoMFV6Zz09 

ミーティング ID: 828 3749 7454 

パスコード: A3qUk4 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

予約、申し込みなど一切不要ですので、気軽のお越しください。 

また、日程や時間などご要望があれば、なんでもこのメールに返信してください。 

・ 

まずはやりながら、考えたいと思います。 



どうぞよろしく！ 

 

2. ブログから：承継を継承する 

 

今日はかなり面倒で難解な話をするので、心して読んで欲しい。 

承継と継承の違いについて、以前ブログに書いたときは、反対熟語の面白さの話をした。 

熟語は短い物語なので、語順で意味が変化する。 

承継の「承」は「うけたまわる、他人の意図をうけいれる」という意味があり、「継」には「あとを引き受ける、

つぐ」という意味がある。 

だから、「承継」は「他人の意図を理解した上で後を引き受ける」という意味を持つのに対し、「継承」は「後を

引き受けてから他人の意図を理解する」という意味を持つ。 

・ 

そこで辞書（大辞林 第三版）を引くとこう書いてある。 

承継：先の人の地位・事業・精神などを受け継ぐこと。 

継承：先の人の身分・権利・義務・財産などを受け継ぐこと。 

つまり、二つの言葉の違いは「受け継ぐ内容」だという訳だ。 

言いたいことは理解できる。 

地位・事業・精神などは譲る側に備わる抽象的なものだが、身分・権利・義務・財産は引き継ぐことができる具

体的な事柄だ。 

だが、僕はこの説明に大きな疑問を感じている。 

・ 

僕は今、前者を譲る側、後者を引き継ぐ側と説明したが、辞書には「先の人の・・・を受け継ぐ」とあり、どち

らも苦しい説明だ。 

「承継と継承」は、「譲ると譲られる」や「先と後」によって何かを分類するのでなく、まさに当事者の関係を示

す言葉ではないだろうか。 

「承」を「承け入れる」でなく「承け入れさせる」と読み替えれば、「承継＝承け入れさせて引き継ぐこと」、「継

承＝引き継いで承け入れること」とも読める。 

そこで僕は、譲る側を「承継者」、受ける側を「継承者」と呼ぶことにする。 

・ 

さて、ここからが本題だ。 

相続（そうぞく）とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。 

僕の論理で言うと、承継なのだから譲る側の話のはず。 

ところが、相続について定める民法や相続税法は、いずれも相続を受ける側について定めており、譲る側に関す

る規定は見当たらない。 

もちろん法律が定めるのは、被相続人が死亡した場合のことなので、すでにこの世にいない人を取り扱う意味が

ない。 

だが、だとすれば先ほどの「相続の説明」と矛盾する。 

相続が「包括的な承継」ならば、譲る側の想いや願いだけでなく、苦しみや悲しみまでも引き継ぐべきではない

だろうか。 

・ 

だが一方で、承継は権利でも義務でもなく、あなたの自由意思に基づく願いであることを忘れないで欲しい。 

僕はあなたに承継を求めているのでなく、あなたの願いを尋ねているだけだ。 



自分の死後、自分に属する物事がどうなっても構わない、むしろ誰にも引き継いで欲しくないと願うことは、決

して悪いことではない。 

ピカソやアインシュタイン、ポールマッカートニーだって、承継などを願うより唯一無二を目指したのだと思う。 

だが僕は、自分だけの力でこんな偉業を成し遂げられない。 

ささやかな願いすら叶えられずに死んでいくだろう。 

だからと言って、自分の願いを諦める気は毛頭ない。 

たとえ自分が死んだって、僕の願いはいつの日か叶って欲しいと思っている。 

・ 

この願いが承継なら、僕は承継を願う人は少なくないと確信する。 

現に僕は、承継を望む人を手伝いたいと思う反面、承継を望まない人を手伝いたいとは思わない。 

そもそも「手伝いを求める」のは、「承継したいと思う」からではないだろうか。 

だとすれば、「手伝いたいと思う心」は「継承したいと願う心」であり、ぼくは「ガッテン！」と大きく頷いた。 

僕が関わる笑恵館や名栗の森で、「自分の土地と思って手伝って欲しい」という呼びかけに仲間たちが集まるの

は、この呼びかけが承継で、仲間たちの目的は継承なんだ･･･と。 

そして、承継者と継承者が一体何を分かち合うのか、ようやく僕は理解した。 

それはまさしく「承継」であり、承継を継承することだ。 

・ 

念のため言っておくが、これは何かを残す人の話であって、もらう人の話じゃない。 

いずれ誰かに引き継ぐなら、その人にも同じように引き継いでほしいと願う心の話だ。 

そのことを「承継を継承する」と言い換えた時、引継ぎと手伝いがほとんど同じ、仲間づくりだということに気

が付いた。 

土地の承継を継承する人を地主という。 

地主の仕事は、土地を使った仲間づくりであり、それを国づくりと呼んでいる自分が見えてきた。 

最後に言っておきたいことは、「手伝いを求め、求められたい」かな。 

 

http://nanoni.co.jp/20210125/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘い 

【凡例】 

■リモート、２ｍ面談など歓迎：方法をご提案ください 

○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 

★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

△同席不可：予定の前後は面談可能です。 

▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（火）01/26 ■〇◎いづみ作業日 09-17 時 

 09-10 時 〇いづみ PJT・MTG（反町） 



10-11 時 ★佐谷さん来訪（反町） 

11-17 時 〇アントレハウスいづみ（反町） 

（水）01/27 ■〇◎なのに作業日 09-21 時 

 13-15 時 ▲HFA 定例会議（渋谷・リモート） 

（木）01/28 ■〇◎なのに作業日 09-21 時 

 11-12 時 ▲3keys 訪問（神楽坂） 

17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）01/29 ■〇◎なのに作業日 09-21 時 

（土）01/30 ■〇◎笑恵館作業日 09-17 時 

10-17 時 〇アントレハウス笑恵館（世田谷） 

（日）01/31 ■〇◎なのに作業日 09-21 時 

（月）02/01 ■〇◎休業日 

 

■その後の予定 

02/02 09-17 時 〇アントレハウスいづみ（反町） 

02/02 20-22 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ 2 月例会（リモート） 

02/04 14-16 時 ★一宮庵クラブ運営会議（成城） 

02/04 16-17 時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

02/04 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

02/05 09-17 時 〇アントレハウス笑恵館（笑恵館） 

02/12 20-21 時 ■カプラー起業交流会（リモート） 

02/17 13-16 時 △松本国際高校 評議員会（松本） 

02/18 13-20 時 ★なるほどデイ・完全持ち寄り食事会（笑恵館） 

02/25 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

03/05 13-15 時 ▲紙敷発表会（東松戸） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 



フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 

まぐまぐ版はこちら 

https://www.mag2.com/m/0001693746 

 


